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福井医療大学内部質保証の基本方針

福井医療大学（以下「本学」という。）の理念・目的を実現し、その使命を果たすため、

教育、研究、社会貢献等の諸活動を恒常的に改善し、質の向上を図るとともに、社会への説

明責任を果たすことを目的として、次のとおり、内部質保証の方針（以下「本方針」という。）

を定める。

１ 方針

（１）部門別の自己点検・評価及び全学的な自己点検・評価

法令に基づき実施する本学の自己点検・評価は、学部、研究科、事務部、図書館、

委員会（以下「部門別」という。）において行い、さらに、部門別の点検・評価結果

を踏まえて行う全学的な自己点検・評価の二段階で行う。また、法令に基づき、本学

が認証評価機関による認証評価を受ける場合も、上記と同様に二段階の自己点検・評

価を行う。

なお、自己点検・評価及び認証評価の評価対象は、教育活動に関する事項、研究活

動に関する事項、社会貢献に関する事項、大学運営に関する事項、その他自己点検・

評価及び認証評価に関する重要事項とし、自己点検・評価の結果は「自己点検・評価

報告書」に取りまとめ、自己点検・評価報告書を基礎にして、認証評価を受けるため

の認証評価申請書を作成する。

（２）事業の方針・計画、取組実施、点検・評価、改善・向上による内部質保証

各部門の自己点検・評価結果及び全学の自己点検・評価結果に基づき、各部門及び

全学の方針・計画を改定し、取組実施、点検・評価、改善・向上によるＰＤＣＡサイ

クルによって恒常的に改善・改革を推進する。

（３）客観的なデータに基づく点検・評価活動

学生を対象とするアンケート調査を実施するなど、本学の教育研究活動等に関す

る意見の収集と分析を行い、大学の基礎データなどの教育研究の実態や成果に関す

る客観的なデータに基づき、自己点検・評価を行う。

（４）第三者検証による質保証

本学の自己点検・評価及び内部質保証に関する活動の水準を維持、向上させるため、

定期的に第三者による検証を行う。

（５）社会への公表

本学の全学的な自己点検・評価結果、第三者による検証結果及び外部の認証評価機

構による大学評価結果を自己点検・評価報告書、大学ホームページに掲載し、広く学

内外に公表する。

２ 組織体制及び各組織の責任と権限

（１）自己点検・評価委員会

本方針の下、全学的な内部質保証の責任を負う組織として、自己点検・評価の企画、

立案、実施及び認証評価を受けるための計画、実施を行う。

学長は、全学的な自己点検・評価及び認証評価の結果に基づき、各部門の長に対し

て、その報告及び改善の指示を行うとともに、方針・計画を策定するなど、その改善

に努めなければならない。
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（２）各部門（学部、研究科、事務部、図書館、委員会等）

本方針の下、各部門の自己点検・評価の実施を担う組織として、学長の改善・向上

策の指示に基づき各部門の内部質保証の推進を行い、自己点検・評価結果を学長へ報

告する。

部門の長は、全学的な自己点検・評価及び認証評価の結果に基づく学長からの指示

を受け、改善に努めなければならない。

（３）ＩＲ

部門の長は、本学の教育研究及び大学運営に関するデータの収集・管理・分析を行

い、学長に情報提供を行う。


